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肥

前

峠

山
炭

坑

と

そ

の
開

発

者

安

倍

宗

五
郎

細

川

章

明

治

廿

七

年

三

月

三

十

一
日

印

刷

の

『
福

岡
鉱

山

監

督

署

管

内

試

掘

採

掘

採

取

一
覧

表

』
の
中

の
佐
賀

県

の
分

を
見

る

と
、

安

倍

家

文

書

の
中

の
峠

山

炭

坑

(
峠

山

炭

坑

は

小
字

峠

に
あ

る

の

で
、

文

書

に

は
峠

炭

坑

と

も

見

え

る

が

、

こ

こ

で

は
峠

山

炭

坑

に
統

一
し

た
)

は
表

e

の
よ

う

に
出

て

い
る
。

(
表

一
)

(印
刷
の
都
合
で
横
書
き
に
し
た
所
が
あ
る
)

国名肥前

郡名東松浦

名村町

 

厳木

大字中島

小字

山鉱称名

[
鉱種

峠

峠山

石炭

坪数班
証
券

試
掘

番
号

七六〇三借

鉱
業
人
名

瀬
田
秀
昌

蒲
原
政
標

許

可

年
月
日

十
八
年

四
月
廿
三
日

安
倍
家
文
書
の
中
の

「借
区
坑
業

明
細
表
」

に
は
次
の
表
⇔

の
よ
う

に

(
表
二
)

日
が

、

安

倍

家

文

書

に

よ

れ
ぽ

明

治

十

八
年

四

月

ま

で

し

か
分

ら

な

い
が

、

表

　
に

よ

り

正

確

に

は

四

月

二

十

三

日

で
あ

る

こ
と

が

知

ら

れ

る
。

そ

し
て

開

業

し

た

の

は
同

年

五

月

八

日

で

あ

る
。

此

処

で
気

に
な

る

の

は
表
　

か

ら
明

治

二

十

七

年

に
出

さ

れ

た
表

e

の
人

名

へ
の
堆

移

に

つ

い

て

で
あ

る
が

、

こ
れ

に

つ

い
て

は
後

に
述

べ

る

こ

と

に
し

て
、

資

料

ω

を

見

て
頂

き

た

い
。

(
資

料

は
す

べ

て

本

論

の
後

に
掲

載

し

て

い

る
。

)

こ
れ

は
坑

業

人

と

中
島

村

地

元

惣

代

と

取

交

わ

し

た
礦

害

補

償

と

そ

の
支

払

い
方

に

つ

い

て

の
約

定

書

で

あ

る
。

こ

れ

に

よ

り
明

治

十

七
年

七

月

、

既

に
峠

山

炭

坑

は
安

倍

宗

五

郎

の
手

に

よ

っ
て
、

具

体

化

し

て

い
た

の
で

あ

る
。

以

上

の
経

過

の
後

、

峠

山

坑

は
安

倍

宗

五

郎

に

よ

っ
て

明

治

十

八

年

五

月
八

日

開

業

し

た
。

明

治

十

九

年

十

二

月
調

の

『
鉱

山

借

区

一
覧

表

追

加

』

(
農

商

務

省

鉱

山

局

)

に

は

次

の
如

く

見

え

(印
刷
の
都
合
で
横
書
き
に
し
た
所
が
あ
る
)

府県坑名

佐
賀
県

石
炭
坑

国郡羅
肥
前
国

東
松
浦
郡

壱
萬
四
百
三
拾

四
坪
五
合

村日月陣業開

中

島

村

明
治
十
八
年

五
月
八
日

字人区借
一

峠

全
県
全
国
小
城
郡

小
侍
村

平
尾
安
倍

宗

五
郎
外

一
名

名国1(前 肥)全

名郡(浦松東)全

名村島中

字峠

種鉱炭石

数坪五四三四〇一.

証
券

番
号

借三〇六七

借
区
人

安
倍
宗
五
郎

外

一
名

と

あ

っ
て
、

「
明

治

十

八

年

五

月

ヨ
リ

六

月
迄

」

か

ら

「
明

治

十

九

年

四

月

ヨ

リ
六

月

迄

」

の

一
年

一
ヶ
月

分

の
経

営

の
明

細

が

三

枚

に
分

け

て

記

載

さ

れ

て

い

る
。

こ

の
表
　

と
　

で

は
借

区

坪
数

が
僅

か

に
開

い

て

い
る
。

し

か

し
○

.
五

坪

の
差

は
書

類

整

理

上

の
都

合

に
よ

る

も

の

で

は
な

か

ろ

う

か
。

借

区

許

可

年

月

許
可
年
月
日

十
八
年

四
月
廿
三
日

し
か
し
、
経
営
は
決
し
て
順
調
で
は
な
か

っ
た
。
資
料
②
⑤
に
よ
れ
ぽ
借
区
券

を
担
保
に
、
小
城
町
の
松
枝
常
訓
か
ら
仕
繰
金
を
借
用
し
て
い
る
。
資
料
⑤
に

は
明
治
十
八
年
十

一
月
と
あ
る
。
創
業
し
て
ま
だ
半
年
し
か
経
て
い
な

い
の
で

あ
る
。
資
料
②
の
方
は
年
月
日
が
記
入
し
て
な
い
が

「
明
治
十
九
年
十
二
月
二

日
消
す
」
と
異
筆
が
末
尾
に
加
え
て
あ
り
、
そ
の
他

の
資
料
と
照
し
合
わ
せ
て
、

卜嘱



⑤
と
同
時

に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

資
料
④
は

「
石
炭
場
譲
与
約
定
証
」
で
あ
る
が
、
資
料
⑤
で
借
用
し
た
借
金

が
十
九
年
十
二
月
二
日
に
済
ん
で
居

り
、
同
年
十
二
月

一
日
に
再
び
松
枝
常
訓

と
も
う

一
人
嬉
野
格

一
か
ら
の
借
金
約
定
が
さ
れ
て
い
る
。
譲
与
金

(
実
質
的

に
は
借
金
)
百
七
拾
五
円
の
返
済
が

「壱

ケ
月
た
り
と
も
違
背
不
納
す
る
に
於

て
は
…
…
…
拙
者

に
於
て
該
炭
山
え
関
係

の
理
由
御
座
無
く
、
該
炭
山
坑
業
は

貴
殿
の
権
理
あ
る
を
以
て
御
勝
手
御
採
掘
然
る
べ
く
候
」
と
な

っ
て
い
る
。
完

済
期
日
は
二
十
年
六
月
ま
で
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
資
料
⑤
の
嬉
野

・
松
枝

両
名

の
書
簡
は
、
前
記
約
定

の
時
の
安
倍

宗
五
郎
側
の
保
証
人
福
地
義
利

に
宛

て
た
も
の
で
、
譲
与
約
定
証

の
文
面
を
引

用
し
て

「
…
…
…
壱
ケ
月

ハ
楮

テ
置
最
早
三
ケ
月
モ
経
過

シ
候
上

ハ
一
口
一
言

ノ
異
議
ナ
キ
事

二
候
、
然

ル
上

ハ
至
急

二
進
達

ハ
勿
論
、
坑
業
勝
手

二
取
カ
カ

ル
心
得

二
御
座
候
間
、
御
難
題
ナ
カ
ラ
右
本
人
等

二
御
通
知
被
下
奉
希
候
」
と

申
送

っ
て
い
る
。
が
資
料
⑤

の
福
地
大
公
宛

に
な

っ
て
い
る
嬉
野

・
松
枝
の
文

面
で
は
、
安
倍
宗
五
郎
は
何
と
か
残

る
借
金
を
福
地
義
利
を
通
じ
て
両
人

へ
返

済
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
然
し
期

日
の
お
く
れ
た
返
金
に

「
…
…
…
少

々
趣
旨

有
之
、
此
方
協
議
中
…
…
…
」
と
松
枝

・
嬉
野
両
名
は
承
服
出
来
な

い
で
い
る
。

こ
の
月
日
が
三
月
十
四
日
で
あ
る
。

そ
し
て
此
の
後
、
資
料
⑦

「進
達
差
止
願
」
に
よ
れ
ば
、
安
倍
宗
五
郎
は
共

同
稼
業
者
で
あ
る
相
島
弥
七
と
共

に
前
記
松
枝
常
訓

・
嬉
野
格

一
を

「
…
…
譲

与
証
書
欺
岡
騙
取
…
…
」

に
付
其
筋
訴
訟
中
と
、
激
し
い
言
葉
で
厳
木
村

(中

島
村
は
厳
木
村
に
な

っ
て
い
た
)
戸
長

に
進
達
差
止
を
願
出
て
い
る
。

こ
れ
が

三
月
二
十
九
日
で
あ
る
。

資
料

⑧
⑨
⑩
は

「石
炭
為
換
金
請
取
証
」で
、
二
十
年
四
月
に
入
る
と
し
き

り
に
出
て
来
る
証
文
で
あ
る
。

こ
の
為
替
金
支
払
者
は
ほ
と
ん
ど

「
蒲
原
政
標

・
瀬
田
秀
昌
」
で
あ

っ
た
。

そ
の
挙
句
、
二
十
年
五
月
二
十
五
日
に
は
、
資
料
㏄

一
約
定
証
」
と
資
料
②
日

「借
区
譲
受
約
定

二
対
ス
ル
返
リ
証
」
で
峠
山
坑
区
券

は
小
城
の
方

(
松
枝

・

嬉
野
の
こ
と
か
)
か
ら
蒲
原

・
瀬
田
両
人
の
手

に
移
り
、
安
倍
宗
五
郎
は
代
理

坑
業
人
と
な

っ
た
。
約
定
証

に
よ
る
と
二
十

一
年
六
月
迄
に
瀬
田

・
蒲
原
両
人

か
ら
受
取

っ
た
譲
受
謝
金
二
百
円
を
返
済
終
了

の
後

に
、
坑
主
と
し
て
の
権
限

を
取
戻
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
資
料
⑥
は
安
倍
宗
五
郎
が
代

理
坑
業
人
と
し
て
、
瀬
田

・
蒲
原
両
人

へ

「権
先
金
」
を
支
払

っ
て
い
る

「
証
」

で
あ
る
。

明
治
二
十
七
年

の

「
試
掘
採
掘
採
取

一
覧
表
」

の
峠
山
坑

の
鉱
業
人
が
瀬
田

・
蒲
原
両
名
で
あ
る
こ
と
は
、
安
倍
宗
五
郎
が
遂
に
譲
受
謝
金
二
百
円
を
支
払

い
得
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
此

の
時
安
倍
宗
五
郎
は
六
十
三
才
で

あ

っ
た
。

「
試
掘
採
掘
採
取

一
覧
表
」
の
中
の
僅
か

一
行

の
記
載
事
項
の
裏

に
、
炭
坑

開
発
初
期

に
躍
動
し
た
人
間
の
、

一
っ
の
ド
ラ
マ
を
垣
間
見
る
思
い
が
す
る
の

で
あ
る
。

資
料
ω

定
約
証

(
マ
マ)

今
般
東
松
浦
郡
中
島
村
字
峠
山
於
テ
、
石
炭
坑
借
区
出
願
之
上
、
坑
業
致
候

二

付
、
定
約
右
之
如
也

第
壱
条

中
島
村
之
内
篠
原
谷
中
其
他
地
主
ト
熟
議

ヲ
遂
ケ
、
借
区
炭
坑
営
業
第
二
条

以
下
約
定
履
行
可
致
候
事

第
二
条

田
地

二
要
水
障
害

ア
ル
ヲ
以
テ
、
田
障
金

ト
シ
テ
本
年
　
炭
坑
廃
業
年
度
迄
、

毎
年
金
六
拾
円
借
区
出
願
者

ヨ
リ
正
月
ト
十

一
月
両
度
半
金
宛

二
吃
度
指
入



可
申
事第

三
条

本
年

二
限
リ
初
年
斗
訳
ヲ
以
テ
金
三
拾
円

ニ
シ
テ
第
九
月
十
五
日

二
限

リ
指

入
可
シ第

四
条

坑
業
中
若
シ
他
人

二
譲
渡

ス
ト
量

モ
、
本
約
定
之
手
続

二
依
、
後
引
受
人

ヨ

リ
負
　
ニ

ル
勿
論

二
付
、
引
渡
之
際
其
約
定

ナ
ス
可
シ

第
五
条

坑
業
中
村
方

一
般

二
対
シ
妨
害
ト
ナ
ル
事
柳
カ

ニ
テ
モ
無
之
様
取
締

ヲ
ナ
ス

可
シ

第
六
条

坑
業
上

二
関

シ
村
惣
代
始

メ
谷
中
其
他
地
主
等

へ
手
数
ヲ
煩

ス
ト
キ

ハ
相
当

之
謝
儀
可
致
事

第
七
条

第
壱
条
以
下
履
行
上
延
引

ス
ル
時

ハ
、
保
証
人

ヨ
リ
本
人

二
厳
責
、
猶
金
員

弁
償
之
義
務
ヲ
負
携
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
条

将
来
坑

口
近
労
等

二
於
テ
損
害

ヲ
来

ス
地
所

ハ
、
相
当
代
価

ヲ
以
テ
買
上
、

金
員

ハ
速

二
差
入
可
申
候
事
、
右
後
年
苦
情
無
之

タ
メ
定
約
証
保
証
人
連
署

ヲ
以
テ
差
出
候
事

如
件

明
治
十
七
年
七
月

中
島
村
惣
代

中

島

富
太
郎
殿

市

丸

末

吉
殿

泉

紋

平
殿

小
城
郡
小
侍
村
借
区
坑
業
人

安

倍

宗
五
郎

右
同
郡
長
尾
村
弁
証
人

野

口

惣
右
衛
門

東
松
浦
郡
中
島
村

相

島

弥

七

資
料
②(表

紙
)

「借
区
譲
渡
願

佐
賀
県
肥
前
国
小
城
郡
小
侍
村

安

倍

宗
五
郎

外

一
名
」

借
区
譲
渡
願

佐
賀
県
肥
前
国
東
松
浦
郡
中
島
村

字
峠

壱
万
四
百
三
拾
四
坪
五
合

但
民
地

石
炭
礦

右
之
場
所
明
治
十
八
年
四
月
御
許
可
ヲ
受
、
坑
業
罷
在
候
処
、
今
般
双
方
熟
談

之
上
、
同
県
小
城
郡
小
城
町
士
族
松
枝
常
訓

工
譲
渡
申
度
、
依
之
御
券
状
相
添
、

此
段
奉
願
候
也

佐
賀
県
肥
前
国
小
城
郡
小
侍
村
平
民

安

倍

宗
五
郎
印

同
県
同
国
東
松
浦
郡
中
島
村
平
民

相

島

弥

七
印

明
治
十
九
年
十
二
月
二
日
消

ス

資
料
⑤

餅司

証
券

印
紙

11

〃

〃

11

〃

〃

11

証

一
借
金
百
五
拾
七
円
五
拾
銭
　

内
弐
部
半
ノ
利
子
二
ケ
月
分
入
テ

一
返
済
期
当
明
治
十
八
年
十
二
月
限
　



但
三
度

二
払
入
之
隻

本
年
十

一
月
三
十
日
二
五
拾
弐
円
五
拾
銭

同

十

二
月
十
五
日
二
五
拾
弐
円
五
拾
銭

同

十

二
月
廿
九
日
二
五
拾
弐
円
五
拾
銭

右
之
金
員
別
紙
券
面
炭
礦

仕
繰
金

ト
シ
テ
借
用
致

シ
候
義
実
正
㊧
也
、
然

ル
処

右
期
限

二
至
リ
返
済
方
違
約
致
シ
候
節

ハ
、
別
紙
譲
渡
券
状
直
様
御
勝
手
名
前

書
換
之
進
達
可
被
成
候
、
就
テ

ハ
右
約
定
之

一
通
期
限
無
相
違
返
金
相
調
候
節
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